
 
播磨町建設工事等最低制限価格制度に関する事務取扱要領 

 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、播磨町が競争入札（以下「入札」という。）により建設工事等の

請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16
号。「以下施行令」という。）第１６７条の１０第２項の規定により、予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（以下「最低価格入札者」という。）を

落札者とするか否かを決定する基準を設定するに当たり必要な事項を定めるものと

する。 
（対象） 

第２条 最低制限価格制度を適用することができる契約は、原則として設計金額が１３

０万円を超える工事等の契約を、一般競争入札又は指名競争入札の方法により締結し

ようとする契約とする。 
（低入札基準価格及び最低制限価格） 

第３条 第１条に定める落札者とするか否かを決定する基準は、低入札基準価格及び最

低制限価格とする。 
（低入札基準価格） 
第４条 低入札基準価格は、最低価格入札者の入札価格によっては、その者により当該

契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合の基準となる価格

を、予定価格の基礎となる設計書等に基づき算出した額とする。 
（最低制限価格） 

第５条 最低制限価格は、当該入札における有効な全入札価格を平均した数値に１０分

の８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨て

た額）とする。 
２ 前条の規定にかかわらず、有効な入札参加者が１者の場合は、低入札基準価格に１

０分の８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り

捨てた額）をもって最低制限価格とする。 
（適用方法） 
第６条 低入札基準価格及び最低制限価格の適用方法は、次に掲げるとおりとする。

（１） 最低価格入札者の入札価格が低入札基準価格以上の場合は、当該入札者を 
落札者とする。 

 （２） 最低価格入札者の入札価格が低入札基準価格未満であり、かつ最低制限価 
格以上の場合は、当該入札者を落札者とする。 

 （３） 最低価格入札者の入札価格が低入札基準価格未満であり、かつ最低制限価 
    格未満の場合は、当該入札者を失格者とする。 
 
 
２ 前条第３号に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした

他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）に



対して、前項の規定を適用し、次順位者が落札者となるまで繰り返し準用する。 
（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（播磨町建設工事最低制限価格制度試行に関する事務取扱要領の廃止） 
２ 播磨町建設工事最低制限価格制度試行に関する事務取扱要領は、廃止する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



変動型最低制限価格制度の流れ図 

 
 

  最 低 価 格 入 札 者 （一番札）  

１次判定 

  低入札基準価格を下回るか？  

 

  下 回 ら な い 場 合        下 回 る 場 合   

 

    落  札 

 

２次判定 

  最低制限価格を下回る（全入札者参加者の平均値の８０％未満）か？  

 

  下回らない場合（８０％以上）   下回る場合（８０％未満） 

 

落  札          失  格 
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変動型最低制限価格制度の適用例 
事例① 
 
 予定価格  
   10,000,000円 
              Ａ社 ○ 
              Ｂ社 ○ 
              Ｃ社 ○ 
              Ｄ社 ○ 
 入札者の平均値 
    8,000,000円 
 
              Ｅ社 ☆落札（7,000,000円） 
 
 低入札基準価格 
    6,700,000円 
 
 最低制限価格 
（8,000,000円×0.8） 
   6,400,000円 
              Ｆ社 ●失格（6,000,000円） 
 

※ Ｅ社が落札となり、Ｆ社は失格となります 
 
 
 
 
事例② 
 
 予定価格  
   10,000,000円 
              Ａ社 ○ 
              Ｂ社 ○ 
 
              Ｃ社 ○ 
 低入札基準価格 
    7,000,000円 
              Ｄ社 ○ 
 入札者の平均値      Ｅ社 ○ 
    6,500,000円 

     Ｆ社 ○ 
     Ｇ社 ○ 

 最低制限価格       Ｈ社 ☆落札（6,200,000円） 
（6,500,000円×0.8） 
   5,200,000円 
              Ｉ社 ●失格（5,100,000円） 
              Ｊ社 ●失格（5,000,000円） 
 

※ Ｈ社が落札となり、Ｉ社、Ｊ社は失格となります 
 

変動型最低制限価格制度の適用例 
 
事例③ 



 
 予定価格  
   10,000,000円 
              Ａ社 ○ 
              Ｂ社 ○ 
              Ｃ社 ○ 
              Ｄ社 ○ 
              Ｅ社 ☆落札（7,000,000円） 
 
 
 
 低入札基準価格 
    6,700,000円 
 
 
 
 
 

※  Ｅ社が落札となります 
 
 
 
 
 
事例④ 
 
 予定価格  
   10,000,000円 
  
 
 
 低入札基準価格 
    6,700,000円 
              Ａ社 ☆落札（6,500,000円） 
 
 
 最低制限価格 
（6,700,000円×0.8） 
   5,360,000円 
 

※ 入札参加者が１者の場合、最低制限価格は 
  低入札基準価格の 80％となります。 

 
               ※ 低入札基準価格を下回っていますが、最低制限 
                 価格以上ですのでＡ社が落札となります。 
 

 


